
町からの
お知らせ

～知って役立つ～

 

警
察
官
を
募
集
し
ま
す
︒

▼
募
集
種
目

警
察
官
B
︵
⾼
等
学
校
卒
業
程
度
︶

▼
受
付
期
間
 

７
⽉
24
⽇
８
⽉
14
⽇

午
後
５
時
15
分
ま
で

▼
第
１
次
試
験
日
 

９
⽉
17
⽇
︵
⽇
︶

 

詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ム
ペ
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
︒

▼
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
県
警
察
本
部

警
務
部
警
務
課
採
⽤
係

☎
０
９
９︵
2
０
６
︶2
２
２
０

 

⼤
隅
半
島
の
観
光
地
域
づ
く
り
に
活

⽤
す
る
た
め
︑
⼤
隅
半
島
在
住
の
⽅
に

住
⺠
満
⾜
度
調
査
を
実
施
し
ま
す
︒

 

抽
選
で
10
名
様
に
⼤
隅
特
産
品
等
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
︒

▼
実
施
期
間
 

９
⽉
30
⽇
ま
で

▼
実
施
地
域
 

⼤
隅
半
島
在
住
の
⽅

▼
回
答
方
法
 

Ｗ
Ｅ
Ｂ
か
ら
回
答

▼
問
い
合
わ
せ
先

株
式
会
社
お
お
す
み
観
光
未
来
会
議

☎
０
９
９
４︵
35
︶１
２
６
６

に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

 

家
計
急
変
世
帯
⽤
の
申
請
書
等
に
つ

い
て
は
︑
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
︑

ホ
ム
ペ
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

▼
申
請
締
切
日
 

９
⽉
30
⽇
︵
⼟
︶

※
受
付
か
ら
審
査
・
振
込
ま
で
２
週
間

程
度
か
か
り
ま
す
︒

※
給
付
⾦
の
受
取
は
指
定
⼝
座
へ
の
振

込
と
な
り
ま
す
︒

▼
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場 

福
祉
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
１
３

 

⾃
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す
︒

▼
募
集
種
目

防
衛
⼤
学
校
学
⽣︵
推
薦
・
総
合
選
抜
・

⼀般
・
医
学
科
学
⽣
︶・
防
衛
医
科
⼤
学
校

看
護
学
科
学
⽣
・
⾼
等
⼯
科
学
校
⽣
徒

 

詳
細
について
は
︑ホ
ムペ
ジ
で
ご
確

認
い
た
だ
く
か
︑お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▼
問
い
合
わ
せ
先

⾃
衛
隊
⿅
児
島
地
⽅
協
⼒
本
部

⿅
屋
地
域
事
務
所

☎
０
９
９
４︵
42
︶４
３
８
６

 

エ
ネ
ル
ギ
・⾷
料
品
価
格
等
の
物
価
⾼

騰の
負
担
感
が
⼤
きい
低
所
得
世
帯
に
対
し

て
︑１
世
帯
あ
た
り
３
万
円
を
給
付
し
ま
す
︒

○
非
課
税
世
帯
に
つ
い
て

▼
対
象
要
件

・
令
和
５
年
６
⽉
１
⽇
時
点
で
肝
付
町

に
住
⺠
登
録
が
あ
る
世
帯

・
世
帯
員
全
員
に
つ
い
て
令
和
５
年
度

の
住
⺠
税
が
⾮
課
税
で
あ
る
世
帯

対
象
世
帯
に
は
確
認
書
を
送
付
し
ま

す
。
送
付
さ
れ
た
確
認
書
に
必
要
事
項

を
記
⼊
し
︑
同
封
さ
れ
て
い
る
返
信
⽤

封
筒
に
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
︒

○
家
計
急
変
世
帯
に
つ
い
て

▼
対
象
要
件

・
令
和
５
年
１
９
⽉
ま
で
の
間
に
予

期
し
な
い
収
⼊
の
減
少
が
あ
り
︑
世

帯
全
員
が
令
和
５
年
度
分
の
住
⺠
税

⾮
課
税
で
あ
る
世
帯
と
同
様
の
事
情

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価

格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

観
光
地
域
づ
く
り
に
関
す
る

住
民
意
識
調
査
へ
の
依
頼

自
衛
官
募
集

警
察
官
募
集

令和 5 年度敬老祝金について令和 5 年度敬老祝金について
 肝付町では⾼齢者の⽅の⻑寿をお祝いするとともに敬⽼の意を表し、併せてその福祉を増進すること
を⽬的として敬⽼祝⾦の⽀給を⾏っています。今年度の⽀給は下記の表の⽅が対象です。⽀給は⼝座振
込になりますので、送られてくる案内をご確認の上、口座登録申請書の提出をお願いします。

満年齢 誕 生 日 支給額

75 歳 昭和 23 年４⽉２⽇〜昭和 24 年４⽉１⽇ 3,000 円

80 歳 昭和 18 年４⽉２⽇〜昭和 19 年４⽉１⽇ 10,000 円

85 歳 昭和 13 年４⽉２⽇〜昭和 14 年４⽉１⽇ 15,000 円

90 歳 昭和８年４⽉２⽇〜昭和９年４⽉１⽇ 20,000 円

95 歳 昭和３年４⽉２⽇〜昭和４年４⽉１⽇ 25,000 円

100 歳以上 ⼤正 13 年４⽉１⽇以前 50,000 円

※ 前年度までの税⾦・介護保険料・⽔道料・住宅料および後期⾼齢医療保険料のいずれかに滞納
がある場合は⽀給を保留させていただきます。

お問い合わせ先　肝付町役場　福祉課　　☎ 0994（65）8413

▲
ホ

ム
ペ

ジ

▲
ホ

ム
ペ

ジ

▲
ホ

ム
ペ

ジ

▲
回
答
フ

ム
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